
判

13

　

重
大
な
刑
事
事
件
の
裁
判
に
裁
判
員
が
参
加
し
、

国
民
の
視
点
や
感
覚
が
反
映
さ
れ
る「
裁
判
員
制
度
」。

ま
も
な
く
裁
判
員
候
補
者
名
簿
が
作
成
さ
れ
、
今

年
か
ら
毎
年
12
月
に
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
記

載
さ
れ
た
人
に
通
知
と
調
査
票
が
送
ら
れ
ま
す
。
今

回
、
福
智
町
内
で
は
有
権
者
２
万
１
千
１
１
９
人
の

う
ち
、
79
人
が
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
る

予
定
。
町
内
の
お
よ
そ
２
６
７
人
に
１
人
の
割
合
で

選
ば
れ
ま
す
。
も
し
、
あ
な
た
が
裁
判
員
に
選
ば
れ

た
ら

―
。
そ
ん
な
時
の
た
め
に
、
こ
こ
で「
裁
判
員

制
度
」に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

平
成
21
年
５
月
21
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

「
裁
判
員
制
度
」
は
、
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
裁

判
員
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で
す
。

原
則
と
し
て
裁
判
官
３
人
と
裁
判
員
６
人
が

一
緒
に
刑
事
裁
判
の
審
理（
公
判
）に
出
席
し
、

被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の

よ
う
な
刑
に
す
る
の
か
を
裁
判
官
と
一
緒
に
評

議
し
ま
す
。
裁
判
員
と
裁
判
官
が
そ
れ
ぞ
れ

の
知
識
や
経
験
を
生
か
し
つ
つ
議
論
す
る
こ
と

で
、
裁
判
に
国
民
の
視
点
と
感
覚
が
反
映
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
ア
メ
リ
カ
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
国
で
は
、
刑
事
裁
判
に
直

接
国
民
が
関
わ
る
制
度
が
設
け
ら
れ
、
国
民
の

司
法
へ
の
理
解
を
深
め
る
上
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。
わ
が
国
で
も
こ
の「
裁
判

員
制
度
」に
よ
っ
て
、
司
法
が
よ
り
身
近
な
も

の
と
し
て
、
裁
判
へ
の
関
心
と
信
頼
が
一
層
高

ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

福
岡
県
内
の
裁
判
員
裁
判
は
、
福
岡
地
方

裁
判
所（
福
岡
市
）と
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉

支
部（
北
九
州
市
）で
行
わ
れ
ま
す
。
福
智
町

在
住
の
人
が
裁
判
員（
候
補
者
）に
選
ば
れ
た

場
合
は
、
福
岡
地
方
裁
判
所（
福
岡
市
中
央
区

城
内
１
番
１
号
）に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
福
岡
地
方
裁
判
所
で
は
、
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作

為
に
抽
出
し
た
名
簿
を
も
と
に
、
平
成
21
年
分

の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
、
福
岡
県
で
作
成
す
る
名
簿
に
記
載
さ

裁
判
員

特集

12
月「
裁
判
員
候
補
者
」に
通
知
と
調
査
票
が
届
き
ま
す

来年５月21日から
裁判員制度スタート

れ
る
人
数
は
１
万
４
千
７
０
０
人
、
福
智
町
で

は
79
人
が
記
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
人
に

は
、
11
月
下
旬
か
ら
12
月
上
旬
ご
ろ
ま
で
に
、

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る「
候
補

者
名
簿
記
載
通
知
」と「
調
査
票
」が
送
ら
れ
ま

す
。「
調
査
票
」で
は
、
裁
判
員
に
な
れ
な
い
事

情
な
ど
が
た
ず
ね
ら
れ
ま
す
。
辞
退
事
由
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
か

ら
の「
呼
出
状
」が
届
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
事
件
ご
と

の
裁
判
員
候
補
者
が
く
じ
で
選
ば
れ
、
裁
判
の

６
～
８
週
間
前
に「
呼
出
状
」と「
質
問
票
」が

送
付
さ
れ
ま
す
。
事
件
ご
と
の
裁
判
員
候
補
者

に
は
、
事
件
１
件
あ
た
り
50
人
か
ら
１
０
０
人

が
選
ば
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
裁
判
当
日
、
選
任
手
続
き
を
経
て
６

人
の
裁
判
員
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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【
司
法
】
し
ほ
う

▼
法
律
の
内
容
を
実
現
し
、
法
律
に
基
づ
い

て
争
い
に
決
着
を
つ
け
る
国
の
役
割
で
す
。

【
法
廷
】
ほ
う
て
い

▼
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
所
で
す
。

【
刑
事
裁
判
】
け
い
じ
さ
い
ば
ん

▼
犯
罪
行
為
に
関
す
る
裁
判
。
裁
判
官
が
有

罪
か
無
罪
か
の
判
決
を
下
し
、
有
罪
の
場
合

は
刑
罰
を
言
い
わ
た
し
ま
す
。
裁
判
に
は
刑

事
裁
判
の
ほ
か
に
民
事
裁
判
が
あ
り
ま
す
。

【
民
事
裁
判
】
み
ん
じ
さ
い
ば
ん

▼
個
人
や
企
業
間
の
争
い
に
関
す
る
裁
判
で

す
。
原
告
（
訴
え
た
側
）、
被
告
（
訴
え
ら
れ

た
側
）
の
ど
ち
ら
の
言
い
分
が
正
し
い
か
判

決
を
出
し
ま
す
。
行
政
処
分
の
取
り
消
し
を

求
め
る
行
政
裁
判
も
、
民
事
裁
判
の
１
つ
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
裁
判
所
】
さ
い
ば
ん
し
ょ

▼
最
高
裁
判
所
の
下
に
、
高
等
・
地
方
・
家
庭
・

簡
易
裁
判
所
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
は

地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
ま
す
。

【
裁
判
官
】
さ
い
ば
ん
か
ん

▼
裁
判
所
で
裁
判
を
行
い
、
判
決
を
下
す
国

家
公
務
員
。
憲
法
と
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
、

良
心
に
従
い
、
独
立
し
て
職
権
を
行
い
ま
す
。

【
検
察
官
】
け
ん
さ
つ
か
ん

▼
被
告
人
の
裁
判
を
求
め
る
人
。
犯
罪
の
捜

査
・
公
訴
・
裁
判
の
監
督
を
行
い
、
被
告
人

が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
負

い
ま
す
。

【
弁
護
人
】
べ
ん
ご
に
ん

▼
被
告
人
の
弁
護
を
す
る
人
。
刑
事
手
続
で

被
告
人
が
正
当
に
権
利
を
行
使
し
、
利
益
を

保
護
す
る
た
め
に
支
援
し
ま
す
。

【
判
決
】
は
ん
け
つ

▼
裁
判
所
が
法
規
に
基
づ
い
て
下
す
判
断
。

【
審
理
】
し
ん
り

▼
裁
判
の
対
象
に
な
る
事
実
関
係
な
ど
を
裁

判
所
が
取
り
調
べ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

裁判当日までの流れ

市町村の選挙管理委員会がくじ
で選んで作成した名簿に基づい
て、地方裁判所ごとに「裁判員候
補者名簿」を作成します。

裁判員候補者
名簿の作成

「裁判員候補者名簿」に記載され
たことを通知します。調査票に必
要事項を記入し、返送していた
だきます。

候補者への通知
調査票の送付

「裁判員候補者名簿」の中から、
事件ごとにくじで裁判員候補者
を選びます。

事件ごとの
裁判員候補者の

選定

裁判の約６週間前までに、選ば
れた裁判員候補者に、裁判の期
日を知らせる「呼出状」と「質問票」
を送付します。

呼出状と質問票
の送付

裁判当日

裁判所までお越しいただき、事
件概要の説明を受けた後、被告
人との関係などをたずねる当日用
質問票に記入していただきます。

手続の説明

裁判長が裁判員候補者に質問を
します。質問の結果などをもとに、
裁判員候補者から除外される場
合があります。

質問手続

除外されなかった候補者の中か
ら裁判員６人がくじで選ばれま
す。必要な場合は補充裁判員を
選任します。

６人の裁判員
を選任

選任された裁判員は権限や義務
等の説明を受けます。通常は午
前中で選任手続きが終了し、午
後から裁判に参加します。

裁判員の権限
などの説明

選任手続

直
接
わ
た
し
た
ち
が

裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で
す

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に

今
回
福
智
町
の
79
人
が
記
載

用
語豆知識

福智町の人が裁判員に選ばれた
場合、裁判に参加する場となる
「福岡地方裁判所」。舞鶴公園に
隣接するこの建物は、福岡高等
裁判所・福岡地方裁判所・福岡
簡易裁判所の合同庁舎となって
います。（上記文中の町内有権者
数は、平成20年６月２日現在）

裁判員制度ってなに？


